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○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
改
正
前
欄
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
六
中

「
第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表

第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
及
び
令
別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端

「
第
三
十
四
条
の
二
の
六

法
第
五
十
七
条
の
二

数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
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（
新
設
）

第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
及
び
令

別
表
第
九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
パ
ー
セ
ン
ト

の
通
知
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

に
改
め
、
同
表
改
正
後
欄
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

」

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
、
鉛
、
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
、
一
・
三
―
プ
ロ

パ
ン
ス
ル
ト
ン
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
、
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
物
、
令
別
表
第
四
第
六
号
に
規
定
す
る
鉛
化
合
物
、
令
別
表

第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
及
び
令
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
で
あ
つ
て
、
当
該
物
の
成
分
の

含
有
量
に
つ
い
て
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
又
は
交
渉
に
関
し
、
事
業
者
の
財
産
上
の
利
益
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を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
を
、

十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の
範
囲
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
の
事
業
者
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
、
成
分
の

含
有
量
に
係
る
秘
密
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
相
手
方
の
事
業
場
に
お
け
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施

に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
物
の
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
条
の
表
改
正
後
欄
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
三

の
二
第
五
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
下
に
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

測
定
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
表
改
正
前
欄
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
四
条
中
「
２

（
略
）
」
を
削
り
、
同
表
改
正
後
欄
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
四
条
中
「
２

（
略
）
」
を
削
り
、
同
欄
の
有
機

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
五
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
下
に
「
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
」
を
加
え
る
。
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第
九
条
の
表
改
正
後
欄
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
五
項

中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
下
に
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
う

こ
と
を
要
し
な
い
。
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
表
改
正
後
欄
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第

五
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
下
に
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を

行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
」
を
加
え
る
。

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
改
正
前
欄
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
八
条
の
三
中
「
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等

を
除
く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま

11

12

13

15

で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

の

18

19

21

22

22

23

24

26

27

29

30

31

２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表
第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号

32

33

34

の
二
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八
号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五

ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二
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十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の
二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く

は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
ク

ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り

「
四

扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
」
に
、

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

イ
・
ロ

（
略
）

を

（
新
設
）

ハ
～
ト

（
略
）

」

「
五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

イ
～
ヘ

（
略
）
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（
新
設
）

ト
～
ヌ

（
略
）

」

に
、
「
一
～
三

（
略
）
」
を
「
一
～
四

（
略
）
」
に
改
め
、
同
表
改
正
後
欄
の
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十

八
条
の
三
中
「
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除
く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、

８
の
２
、

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

11

12

13

15

18

19

21

22

22

23

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表
第
一

24

26

27

29

30

31

32

33

34

第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五

号
の
二
ま
で
、
第
十
八
号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号
の
五
ま

で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十

一
号
の
二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総

称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石

か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
特
定
化
学

「
四

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
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イ
・
ロ

（
略
）

物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
」
に
、

ハ

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措

ニ
～
チ

（
略
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

「
五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し

イ
～
ヘ

（
略
）

を

置
を
講
ず
べ
き
場
所

ト

第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

」

チ
～
ル

（
略
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具

に
、
「
一
～
三

（
略
）
」
を
「
一
～
四

（
略
）
」
に
改
め
る
。

る
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所

」

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


